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『
墨
子
』
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」

菊 

池　

孝
太
朗

キ
ー
ワ
ー
ド
：『
墨
子
』
／
墨
家
／
明
鬼
／
鬼
神
観

一
、
は
じ
め
に

戦
国
期
に
活
躍
し
た
思
想
家
集
団
の
墨
家
に
は
、
そ
の
活
動
を
裏
付
け
る
重
要
な
思
想
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
十
論
」
と
呼
称
さ
れ
て

い
る
。
墨
家
思
想
の
基
軸
と
な
っ
た
の
は
、
兼
愛
説
・
非
攻
説
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
も
墨
家
は
、
教
団
内
部
の
規
律
の
維
持
や
、
墨

家
の
主
張
を
現
実
社
会
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
論
理
と
し
て
、
天
志
説
と
明
鬼
説
と
を
提
唱
し
た
）
1
（

。

「
天
志
」
と
は
、
天
の
意
志
の
こ
と
で
あ
る
。
天
志
説
で
は
、
天
は
義
を
願
い
不
義
を
悪
む
主
宰
者
的
存
在
と
さ
れ
、
こ
の
義
の
有
無

に
よ
っ
て
天
は
人
間
に
賞
罰
を
も
た
ら
し
、
人
々
の
寿
夭
・
貧
富
・
治
乱
を
左
右
す
る
と
さ
れ
た
。
よ
っ
て
墨
家
は
、
こ
の
天
志
を
明
察

し
て
、
天
志
に
順
い
、
天
の
義
を
実
現
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。「
明
鬼
」
と
は
、
鬼
神
の
存
在
や
鬼
神
の
明
知
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
墨
家
は
、
鬼
神
を
天
神
、
山
川
の
神
々
、
人
間
の
霊
魂
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
諸
神
霊
の
存
在
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
鬼

神
は
賢
を
賞
し
暴
を
罰
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
下
の
利
を
お
こ
し
天
下
の
害
を
除
く
た
め
に
は
、
鬼
神
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

1



あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
墨
家
は
天
や
鬼
神
と
い
っ
た
超
自
然
的
存
在
の
実
在
を
想
定
し
、
こ
れ
ら
の
も
た
ら
す
賞
罰
に
よ
っ

て
教
団
内
や
国
家
の
秩
序
の
維
持
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
墨
家
の
天
志
説
・
明
鬼
説
に
対
し
て
批
判
・
反
論
を
行
っ
た
無
鬼
論
者
は
、
す
で
に
墨
子
の
時
代
に
は
存
在
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
で
は
「
執
無
鬼
者
」
と
し
て
登
場
し
、
墨
子
の
明
鬼
説
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

明
鬼
下
篇
は
、
こ
う
し
た
「
執
無
鬼
者
」
の
疑
問
に
対
し
て
墨
子
が
反
論
を
行
う
と
い
う
問
答
形
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
執
無
鬼
者
」

は
特
定
の
人
物
と
い
う
よ
り
も
、
明
鬼
説
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
仮
想
さ
れ
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
2
（

。
た
だ
、

こ
う
し
た
「
執
無
鬼
者
」
が
墨
子
の
周
辺
に
全
く
い
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
実
際
に
墨
子
の
周
辺
に
明
鬼
説
に

疑
義
を
唱
え
る
「
執
無
鬼
者
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
耕
柱
篇
・
公
孟
篇
な
ど
の
説
話
類
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、『
墨
子
』
内
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」
の
言
説
と
し
て
、
明
鬼
下
篇
の
記
述
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、

「
執
無
鬼
者
」
が
如
何
な
る
立
場
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、「
執
無
鬼
者
」
の
主
張
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
、
耕
柱
篇
・
公
孟
篇
・
魯
問
篇
な
ど
の
『
墨
子
』
説
話
類
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」

『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
は
、「
執
無
鬼
者
」
が
鬼
神
の
存
在
や
鬼
神
祭
祀
の
必
要
性
に
つ
い
て
否
定
的
に
論
じ
、
そ
れ
に
対
し
て
墨
子
が
回

答
す
る
と
い
う
形
式
を
取
る
。
こ
う
し
た
明
鬼
下
篇
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」
の
記
述
か
ら
、
無
鬼
論
者
の
立
場
や
そ
の
主
張
を
明
ら
か

に
し
た
い
）
3
（

。

で
は
、
明
鬼
下
篇
に
見
ら
れ
る
「
執
無
鬼
者
」
の
記
述
を
以
下
に
示
そ
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
明
鬼
下
篇
の
文
章
を
列
挙
す
る
上
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で
、
便
宜
上
通
し
番
号
を
付
し
て
い
る
。

①　

今
、
無
鬼
を
執
る
者
曰
く
、「
鬼
神
は
、
固
よ
り
有
る
無
し
」
と
。
旦
暮
に
以
て
天
下
に
教
誨
し
、
天
下
の
眾
を
疑
わ
し
む
る
を

爲
す
）
4
（

。

明
鬼
下
篇
の
冒
頭
に
、
墨
子
は
天
下
が
乱
れ
る
原
因
と
し
て
、
人
々
が
鬼
神
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
疑
惑
を
持
っ
た
こ
と
で
、
鬼
神

の
「
賞
賢
罰
暴
」
の
力
を
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、
人
々
が
そ
の
よ
う
な
思
考
に
陥
っ
て
い
る
原
因
と
し

て
、
墨
子
は
、「
執
無
鬼
者
」
に
よ
る
鬼
神
の
存
在
を
否
定
す
る
言
説
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
「
執
無
鬼
者
」
へ
の
反
論

と
し
て
、
墨
子
は
鬼
神
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
方
法
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
天
下
の
多
く
の
人
が
耳
目
で
鬼
神
を
見
聞

し
た
か
を
調
査
し
、
そ
れ
を
存
在
の
有
無
の
基
準
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
）
5
（

。
つ
ま
り
、
も
し
、
実
際
に
鬼
神
を
見
聞
し
た
者
が
い

れ
ば
、
鬼
神
の
存
在
は
確
定
で
き
る
と
い
っ
た
至
極
単
純
な
道
理
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
執
無
鬼
者
」
は
次
の
よ
う
に
質
問

す
る
。

②　

今
無
鬼
を
執
る
者
言
い
て
曰
く
、「
夫
れ
天
下
の
鬼
神
の
物
を
聞
見
す
と
爲
す
者
、
勝
げ
て
計
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
亦
た
孰
れ

か
鬼
神
有
無
の
物
を
聞
見
す
と
爲
す
や
」
と
）
6
（

。

墨
子
の
鬼
神
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
対
し
て
、「
執
無
鬼
者
」
は
、
鬼
神
を
実
際
に
見
聞
し
た
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
質

問
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
墨
子
は
、
鬼
神
の
存
在
を
記
し
た
史
書
の
記
述
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
鬼
神
が
存
在
し
て
い
た
証
拠
と
す
る
。
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一
例
と
し
て
、
墨
子
は
周
の
宣
王
と
杜
伯
の
説
話
を
取
り
上
げ
る
。
宣
王
は
臣
下
の
杜
伯
を
無
罪
の
罪
で
処
刑
し
た
が
、
そ
の
死
に
際

に
杜
伯
は
「
自
分
に
罪
は
な
い
。
も
し
死
後
に
霊
知
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
三
年
の
う
ち
に
必
ず
我
が
君
に
知
ら
し
め
よ
う
」
と
言
っ
た
。

そ
の
三
年
後
、
諸
侯
と
と
も
に
狩
猟
を
行
っ
た
宣
王
は
、
衆
人
観
衆
の
目
前
で
杜
伯
の
霊
に
射
殺
さ
れ
た
。
こ
の
出
来
事
は
周
の
『
春

秋
』
に
記
録
さ
れ
、
罪
の
な
い
者
を
殺
害
す
る
と
、
不
祥
を
得
て
鬼
神
の
罰
を
被
る
と
戒
め
ら
れ
た
と
い
う
）
7
（

。

ま
た
、
一
例
と
し
て
、
墨
子
は
秦
の
穆
公
の
説
話
を
取
り
上
げ
る
。
穆
公
が
日
中
に
廟
に
い
る
と
、
人
面
鳥
身
の
神
が
門
に
入
っ
て
き

た
。
神
は
穆
公
に
対
し
て
、「
上
帝
は
汝
の
明
徳
を
受
け
て
、
汝
に
寿
命
十
九
年
を
更
に
与
え
、
汝
の
国
家
を
繁
栄
さ
せ
、
子
孫
を
絶
え

る
こ
と
な
く
盛
ん
に
さ
せ
よ
、
と
私
に
言
い
つ
け
ら
れ
た
」
と
述
べ
た
。
こ
の
神
は
自
身
の
名
を
句
芒
と
名
乗
っ
た
と
い
う
）
8
（

。

こ
れ
ら
の
説
話
は
単
に
鬼
神
の
存
在
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
不
善
を
為
し
た
宣
王
は
鬼
神
の
災
禍
を
被
っ
た
の
に
対
し
て
、
善
を
為
し

た
穆
公
が
鬼
神
の
祝
福
を
受
け
た
よ
う
に
、
天
志
説
・
明
鬼
説
に
貫
通
す
る
「
賞
賢
罰
暴
」
の
思
想
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

墨
子
は
史
書
の
記
述
に
基
づ
き
、
鬼
神
存
在
の
証
拠
を
提
示
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
執
無
鬼
者
」
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

③　

今
無
鬼
を
執
る
者
曰
く
、「
夫
れ
眾
人
耳
目
の
請
は
、
豈
に
以
て
疑
い
を
斷
ず
る
に
足
ら
ん
や
。
奈い
か
ん何
ぞ
其
れ
天
下
に
高
士
君
子

爲
ら
ん
と
欲
し
て
、
復
た
眾
の
耳
目
の
請
を
信
ず
る
こ
と
有
ら
ん
や
」
と
）
9
（

。
子
墨
子
曰
く
、「
若
し
眾
の
耳
目
の
請
を
以
て
、
以

て
信
ず
る
に
足
ら
ず
と
爲
し
、
以
て
疑
い
を
断
ぜ
ざ
れ
ば
、
識
ら
ず
、
昔
者
三
代
の
聖
王
堯
舜
禹
湯
文
武
の
若
き
者
は
、
以
て
法

と
爲
す
に
足
る
か
」
と
。

「
執
無
鬼
者
」
は
、
衆
人
の
耳
目
に
基
づ
く
情
報
な
ど
は
、
曖
昧
模
糊
な
も
の
で
あ
る
た
め
信
用
に
足
ら
な
い
と
し
て
、
鬼
神
の
存
在

を
疑
問
視
す
る
。
こ
の
反
論
に
対
し
て
、
墨
子
は
、
衆
人
の
耳
目
は
頼
り
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
堯
舜
禹
湯
文
武
ら
夏
殷
周
三
代
の
聖
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王
の
こ
と
で
あ
れ
ば
根
拠
に
な
る
と
し
、
こ
れ
ら
聖
王
が
鬼
神
の
存
在
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
鬼
神
の
存
在
の
根
拠
と
す

る
。
墨
子
は
、
古
の
聖
王
が
賞
罰
を
決
め
る
際
に
必
ず
祖
廟
で
行
っ
て
い
た
の
は
、
聖
王
た
ち
が
鬼
神
に
賞
罰
を
告
げ
て
い
た
た
め
で
あ

る
と
す
る
）
10
（

。
ま
た
、
古
の
聖
王
た
ち
は
鬼
神
に
事
え
る
こ
と
を
政
務
の
第
一
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
後
世
廃
れ
な
い
よ
う
に
、
書
物
に

記
録
を
書
き
残
し
た
と
説
く
）
11
（

。
よ
っ
て
墨
子
は
、
鬼
神
が
存
在
し
な
い
と
い
う
「
執
無
鬼
者
」
の
思
考
が
、
聖
王
の
政
務
に
反
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
君
子
の
道
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

④　

今
無
鬼
を
執
る
者
の
言
に
曰
く
、「
先
王
の
書
、
聖
人
の
言
、
一
尺
の
帛
、
一
篇
の
書
、
語
っ
て
鬼
神
の
有
を
數し
ば

し
ば
し
、
重
ね

て
有ま
た

之
れ
を
重
ぬ
と
は
、
亦
た
何
れ
の
書
に
之
れ
有
る
や
」
と
。
子
墨
子
曰
く
「『
周
書
』
大
雅
に
之
れ
有
り
。
…
…
」
と
）
12
（

。

墨
子
は
、
聖
王
が
鬼
神
の
存
在
す
る
こ
と
を
書
物
に
記
録
し
た
と
説
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
執
無
鬼
者
」
は
そ
の
記
録
の
典
拠
を

求
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
墨
子
は
、
夏
殷
周
三
代
の
聖
人
の
言
葉
を
『
書
』
か
ら
引
用
し
、
鬼
神
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
い

る
。こ

の
①
―
④
ま
で
は
、
鬼
神
の
存
在
の
有
無
に
関
す
る
議
論
で
あ
り
、
鬼
神
は
存
在
し
な
い
と
す
る
「
執
無
鬼
者
」
に
対
し
て
、
墨
子

は
自
身
の
歴
史
主
義
に
基
づ
き
、
聖
王
の
事
跡
を
も
と
に
反
論
を
行
っ
た
。
ア
ン
ヌ
・
チ
ャ
ン
は
、
墨
子
は
論
証
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
強
迫

的
と
も
い
え
る
執
拗
さ
で
、
そ
の
意
見
に
十
分
な
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
述
べ
る
）
13
（

。
ま
た
、
墨
子
は
言
説
の

妥
当
性
を
判
断
す
る
際
に
、「
三
表
」（
三
つ
の
基
準
）
を
用
い
て
い
た
。「
三
表
」
に
つ
い
て
は
『
墨
子
』
非
命
上
篇
に
記
述
が
あ
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
根
本
（
古
の
聖
王
の
事
跡
に
基
づ
く
こ
と
）・
原
因
（
人
々
が
見
聞
し
た
現
実
を
原
因
と
す
る
こ
と
）・
実
用
性
（
刑
罰

と
政
治
を
実
践
し
て
、
そ
れ
が
国
中
の
人
々
の
利
益
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
）
で
あ
る
と
い
う
）
14
（

。
こ
う
し
た
墨
子
の

5



歴
史
主
義
に
基
づ
く
判
断
基
準
は
、
明
鬼
下
篇
の
「
執
無
鬼
者
」
に
対
す
る
反
論
の
根
拠
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
①
―
④
の
議
論
で
手
詰
ま
り
と
な
っ
た
「
執
無
鬼
者
」
は
、
一
歩
下
が
っ
た
か
の
よ
う
に
、
次
の
⑤
⑥
で
は
鬼
神
信
仰
や
鬼
神

祭
祀
の
実
用
性
に
つ
い
て
の
議
論
へ
と
転
換
す
る
。
つ
ま
り
、
鬼
神
と
い
う
存
在
が
現
実
世
界
に
お
い
て
何
の
役
に
た
つ
の
か
、
と
い
う

問
題
に
話
題
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

⑤　

今
無
鬼
を
執
る
者
曰
く
、「
意そ
も

そ
も
親
の
利
に
中
ら
ず
し
て
、
孝
子
爲
る
こ
と
を
害
す
る
か
」
と
）
15
（

。

⑥　

今
無
鬼
を
執
る
者
言
い
て
曰
く
、「
鬼
神
は
固
よ
り
請ま
こ
とに

有
る
無
し
。
是
を
以
て
其
の
酒
醴
粢
盛
犧
牲
の
財
を
供
え
ず
。
吾
れ
乃

ち
今
其
の
酒
醴
粢
盛
犧
牲
の
財
を
愛
し
む
に
非
ら
ざ
る
か
、
其
の
得
る
所
の
者
は
將は

た
何
ぞ
や
。
此
れ
上
は
聖
王
の
書
に
逆
ら

い
、
內
は
民
人
孝
子
の
行
い
に
逆
ら
う
。
而
る
に
天
下
に
上
士
爲
ら
ん
と
せ
ば
、
此
れ
上
士
爲
る
の
道
に
非
く
所
以
な
り
」
と
）
16
（

。

⑤
の
「
執
無
鬼
者
」
は
、
鬼
神
に
対
す
る
信
仰
や
祭
祀
は
、
現
実
世
界
に
お
け
る
生
活
を
圧
迫
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
親
族
の
利

益
を
第
一
と
す
る
孝
子
の
道
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
墨
子
は
、
古
今
鬼
神
に
は
天
に
い
る
鬼
神
・
山
川

の
鬼
神
・
人
が
死
し
て
な
る
鬼
神
の
三
種
が
あ
り
、
人
が
死
し
て
な
る
鬼
神
に
は
、
自
身
の
祖
先
父
母
の
鬼
神
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

祭
祀
を
通
じ
て
鬼
神
に
事
え
る
こ
と
は
父
母
に
事
え
る
こ
と
も
同
義
で
あ
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
）
17
（

。

⑥
の
「
執
無
鬼
者
」
は
、
鬼
神
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
鬼
神
に
対
し
て
供
物
を
捧
げ
る
祭
祀
は
無
駄
で
あ
る
と
し
、
こ

う
し
た
無
駄
な
行
為
は
聖
王
の
教
え
や
孝
子
の
道
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
墨
子
は
、
鬼
神
へ
の
祭
祀
は

無
駄
な
も
の
で
は
な
く
、
鬼
神
の
祝
福
を
求
め
る
こ
と
や
、
祭
祀
を
通
じ
て
郷
里
の
親
睦
を
は
か
る
う
え
で
重
要
な
行
為
で
あ
る
と
論
じ
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『墨子』における「執無鬼者」

る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
鬼
神
は
自
身
の
祖
先
の
霊
で
あ
る
た
め
、
祭
祀
に
お
け
る
供
物
の
申
奉
は
、
孝
子
の
道
に
通
じ
る
と
す

る
の
で
あ
る
）
18
（

。

以
上
、
明
鬼
下
篇
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」
の
主
張
と
、
そ
れ
に
対
す
る
墨
子
の
回
答
を
概
観
し
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
「
執
無
鬼
者
」

た
ち
は
、
な
ぜ
鬼
神
の
存
在
を
否
定
す
る
立
場
に
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
①
―
④
の
「
執
無
鬼
者
」
は
、
鬼
神
の
存
在
を
否
定
し
て
い

る
が
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
思
考
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
⑤
⑥
の
「
執
無
鬼
者
」
は
、
墨
子
の
明
鬼
説
の
弊
害
と
し
て
、「
親
の
利
に
中
ら
ず
」「
孝
子
爲
る
こ
と
を
害
す
」「
上
は
聖
王

の
書
に
逆
ら
い
、
內
は
民
人
孝
子
の
行
い
に
逆
ら
う
」
を
挙
げ
て
お
り
、
鬼
神
信
仰
及
び
鬼
神
祭
祀
が
現
実
の
人
間
関
係
に
悪
影
響
を
も

た
ら
す
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
⑤
⑥
の
「
執
無
鬼
者
」
は
、「
親
之
利
」「
孝
子
」
と
い
う
語
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は

儒
者
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
⑤
の
「
執
無
鬼
者
」
は
、
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
、
鬼
神
が
自
身
の
祖
先
で
あ
る
こ
と
を

理
解
し
て
い
な
い
。
恐
ら
く
、
当
時
、
墨
子
の
明
鬼
説
を
批
判
し
て
い
た
儒
者
の
中
に
は
、
墨
家
の
明
鬼
説
の
真
意
を
深
く
知
ら
ず
に
、

「
淫
祀
邪
教
」（
祀
る
べ
き
で
な
い
鬼
神
を
み
だ
ら
に
祀
る
邪
な
教
え
）
の
説
と
表
面
的
に
捉
え
て
、
批
判
し
た
者
た
ち
が
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
儒
者
を
生
み
出
し
た
背
景
に
は
、
孔
子
以
来
の
「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」「
鬼
神
を
敬
し
て
之
れ
を
遠
ざ
く
」

の
人
事
重
視
・
民
生
安
定
の
志
向
が
根
付
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

⑥
の
「
執
無
鬼
者
」
も
、「
孝
子
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
鬼
神
祭
祀
の
供
物
の
必
要
性
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
祭
祀
に
お
け
る
供
物
の
意
義
性
・
必
要
性
に
関
す
る
議
論
は
、
無
鬼
論
者
の
中
で
は
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例

え
ば
、
王
充
の
『
論
衡
』
祀
義
篇
で
は
、「
今
祭
る
所
は
死
人
、
死
人
知
る
無
く
、
飲
食
す
る
能
わ
ず
。
何
を
以
て
其
の
飲
食
を
歆
享
す

る
能
わ
ざ
る
を
審
ら
か
に
す
る
や
」
）
19
（

と
述
べ
、
知
覚
の
な
い
鬼
神
の
た
め
に
祭
祀
に
供
物
を
捧
げ
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
説
い
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
祀
義
篇
自
体
が
、
鬼
神
祭
祀
を
行
う
こ
と
で
恩
恵
を
得
ら
れ
る
と
信
仰
に
対
し
、
死
者
に
知
覚
作
用
は
無
く
、
ま
た
飲
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食
も
し
な
い
こ
と
を
説
き
、
鬼
神
の
た
め
に
供
物
を
奉
ず
る
祈
祷
祭
祀
を
批
判
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た
篇
で
あ
る
。
ま
た
、『
論
衡
』
薄

葬
篇
で
は
、「
實
を
失
え
る
の
議
は
以
て
教
え
難
く
、
愚
民
の
欲
を
得
る
と
雖
も
、
知
者
の
心
に
合
せ
ず
、
物
を
喪
い
て
用
を
索
し
、
世

に
益
す
る
無
し
。
此
れ
蓋
し
墨
術
の
傳
わ
ら
ざ
る
所
以
な
り
」
）
20
（

と
述
べ
、
墨
家
の
事
実
に
合
わ
な
い
明
鬼
説
は
人
を
教
化
で
き
ず
、
無
知

の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
、
知
者
の
心
に
合
致
せ
ず
、
祭
祀
や
葬
儀
の
た
め
に
財
物
を
使
い
果
た
す
の
で
、
無
益
の
産
物
で
あ
る
と

痛
烈
に
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
薄
葬
篇
は
、
墨
家
の
薄
葬
は
経
済
的
に
利
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
鬼
神
の
存
在
を
認
め
る
明
鬼
説
が
あ
る

以
上
、
結
果
的
に
人
々
は
鬼
神
の
幸
福
を
得
る
た
め
に
祭
祀
や
葬
儀
を
豪
勢
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
説
き
、
墨
家
の
論
理
を
批
判

し
た
篇
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
充
の
よ
う
な
無
鬼
論
者
に
と
っ
て
、
民
生
に
直
結
す
る
祭
祀
の
供
物
を
な
く
す
こ
と
、
そ
の
祭
祀
の
挙
行

対
象
で
あ
る
鬼
神
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
鬼
下
篇
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」
は
、
鬼
神
の
存
在
を
否
定
し
て
、
さ
ら
に
鬼
神
の
明
知
や
鬼
神
祭
祀
の
実
用
性

に
対
す
る
疑
念
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
「
執
無
鬼
者
」
は
、
儒
者
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
者
た
ち

が
墨
子
の
明
鬼
説
を
批
判
し
た
背
景
に
は
、
儒
家
の
人
事
重
視
・
民
生
安
定
の
志
向
に
基
づ
き
、
人
々
を
惑
わ
し
て
、
浪
費
を
招
く
鬼
神

祭
祀
を
否
定
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
、『
墨
子
』
説
話
類
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」

『
墨
子
』
の
説
話
類
で
あ
る
耕
柱
・
公
孟
・
魯
問
等
の
諸
篇
に
は
、
墨
子
の
明
鬼
説
に
対
し
て
疑
義
を
唱
え
た
人
物
と
、
そ
れ
に
反
論

す
る
墨
子
の
や
り
と
り
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
篇
の
記
述
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
明
鬼
下
篇
の
「
執
無
鬼
者
」
が
如
何
な
る
立

場
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
「
執
無
鬼
者
」
の
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
は
何
に
依
拠
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
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『墨子』における「執無鬼者」

て
検
討
す
る
。

で
は
、『
墨
子
』
説
話
類
の
明
鬼
説
に
関
す
る
記
述
を
以
下
に
示
そ
う
。
な
お
、
前
章
と
同
様
に
、
文
章
を
列
挙
す
る
上
で
、
便
宜
上

通
し
番
号
を
付
し
て
い
る
。

①　

巫
馬
子
、
子
墨
子
に
謂
い
て
曰
く
、「
鬼
神
は
聖
人
の
明
智
に
孰い
ず
れ與
ぞ
」
と
。
子
墨
子
曰
く
、「
鬼
神
の
聖
人
よ
り
明
智
な
る
は
、

猶
お
聰
耳
明
目
の
聾ろ
う

瞽こ

に
與お

け
る
が
ご
と
き
な
り
。
…
…
」
と
）
21
（

。

①
で
は
、
巫
馬
子
な
る
者
が
墨
子
に
鬼
神
と
聖
人
の
明
知
の
差
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
。
蘇
時
学
『
墨
子
刊
誤
』
に
よ
る
と
、
巫
馬

子
は
儒
者
で
あ
り
、
孔
子
の
弟
子
の
巫
馬
期
か
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
）
22
（

。
人
事
を
重
視
す
る
儒
者
に
と
っ
て
、
聖
人
は
尊
崇
の
対

象
で
あ
る
が
、
墨
子
は
そ
の
聖
人
よ
り
も
鬼
神
の
明
知
は
遙
か
に
優
れ
て
い
る
と
し
て
、
鬼
神
を
尊
崇
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

②　

公
孟
子
、
子
墨
子
に
謂
い
て
曰
く
、「
義
不
義
有
り
、
祥
不
祥
無
し
」
と
。
子
墨
子
曰
く
、「
古
の
聖
王
は
皆
な
鬼
神
を
以
て
神
明

に
し
て
、
而
く
禍
福
を
爲
す
と
爲
し
て
、
祥
不
祥
有
る
を
執
る
。
是
を
以
て
政
治
ま
り
て
國
安
ら
か
な
り
。
…
…
」
と
）
23
（

。

③　

公
孟
子
曰
く
、「
鬼
神
無
し
」
と
。
又
曰
く
、「
君
子
必
ず
祭
禮
を
學
ぶ
」
と
。
子
墨
子
曰
く
、「
無
鬼
を
執
り
て
祭
禮
を
學
ぶ
。

是
れ
猶
お
客
無
く
し
て
客
禮
を
學
ぶ
が
ご
と
き
な
り
。
是
れ
猶
お
魚
無
く
し
て
魚
罟
を
爲つ
く

る
が
ご
と
し
」
と
）
24
（

。

②
③
は
、
儒
者
の
公
孟
と
墨
子
と
の
問
答
で
あ
る
。
②
は
、
鬼
神
が
人
間
の
行
い
に
応
じ
て
吉
凶
禍
福
を
決
め
る
と
す
る
墨
子
の
主
張
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を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
孔
子
・
孟
子
が
唱
え
た
天
に
対
す
る
定
命
論
（
宿
命
論
）
と
、
人
間
は
自
己
の
努
力
次
第
で
監
視
者

で
あ
る
天
や
鬼
神
か
ら
の
祝
福
が
得
ら
れ
る
と
す
る
非
命
説
と
の
相
違
に
よ
る
対
立
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
公
孟
の
批
判
に
対
し
て
墨
子

は
、
前
述
し
た
明
鬼
下
篇
と
同
様
に
、
古
の
聖
王
は
鬼
神
に
吉
凶
禍
福
を
決
め
る
神
明
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
、
古
代
の
判
例

を
持
ち
出
し
て
反
論
し
て
い
る
。
③
は
、
鬼
神
の
存
在
を
否
定
し
つ
つ
も
、
一
方
で
祭
祀
の
礼
を
学
ぶ
こ
と
を
説
い
た
公
孟
に
対
す
る
反

論
で
あ
る
。
儒
家
の
人
事
重
視
の
志
向
に
よ
っ
て
、
祭
祀
の
意
義
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
公
孟
に
対
し
て
、
墨
子
は
「
客
が
い
な
い
の

に
客
礼
を
学
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
魚
が
い
な
い
の
に
魚
を
捕
る
網
を
作
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

④　

子
墨
子
、
程
子
に
謂
い
て
曰
く
、「
儒
の
道
、
以
て
天
下
を
喪
う
に
足
る
者
、
四
政
あ
り
。
儒
は
天
を
以
て
不
明
と
爲
し
、
鬼
を

以
て
不
神
と
爲
し
、
天
鬼
說
ば
ず
。
此
れ
以
て
天
下
を
喪
う
に
足
る
。
…
…
」
）
25
（

。

④
で
は
、
墨
子
は
程
子
な
る
人
物
と
、
儒
者
の
政
治
の
欠
点
に
つ
い
て
対
話
し
て
い
る
。
墨
子
は
儒
者
の
欠
点
と
し
て
、
天
の
明
知
と

鬼
神
の
力
と
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
前
述
し
た
公
孟
の
よ
う
に
、
墨
子
の
明
鬼
説
に
反
す
る
儒
者
が
当
時
多
く
存
在
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
程
子
は
、
三
弁
篇
で
は
「
程
繁
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
墨
子
の
こ
と
を
「
先
生
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
墨
子
の
門
人

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
墨
子
と
程
子
と
の
対
話
は
、
い
ず
れ
も
儒
者
の
教
義
に
つ
い
て
で
あ
る
た
め
、
孫
詒
譲
は
、「
詒
讓
案

ず
る
に
、
公
孟
篇
亦
た
程
子
に
作
る
。
蓋
し
儒
墨
の
學
を
兼
治
す
る
者
な
り
」
）
26
（

と
述
べ
、
程
子
を
儒
墨
兼
修
の
人
と
見
な
し
て
い
る
。
こ

の
程
子
の
よ
う
に
儒
墨
は
完
全
な
水
と
油
の
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
春
秋
戦
国
期
に
は
こ
う
し
た
学
派
を
超
え
た
交
流
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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『墨子』における「執無鬼者」

⑤　

子
墨
子
の
門
に
游
ぶ
者
有
り
。
子
墨
子
に
謂
い
て
曰
く
、「
先
生
は
鬼
神
を
以
て
明
知
と
爲
し
、
能
く
禍
福
と
爲
す
。
善
を
爲
す

者
は
之
れ
に
富
し
、
暴
を
爲
す
者
は
之
れ
に
禍
す
。
今
吾
れ
先
生
に
事
う
る
こ
と
久
し
、
而
る
に
福
至
ら
ず
。
意
う
に
先
生
の
言

不
善
有
る
か
。
鬼
神
不
明
な
る
か
。
我
何
の
故
に
福
を
得
ざ
る
や
」
と
）
27
（

。

⑥　

子
墨
子
疾
有
り
、
跌
鼻
進
み
て
問
い
て
曰
く
、「
先
生
鬼
神
を
以
て
明
と
爲
し
、
能
く
禍
福
を
爲
す
。
善
を
爲
す
者
は
之
を
賞
し
、

不
善
を
爲
す
者
は
之
を
罰
す
。
今
先
生
聖
人
な
り
、
何
の
故
に
疾
有
り
。
意お
も

う
に
先
生
の
言
に
不
善
有
る
か
。
鬼
神
明
知
な
ら
ざ

る
か
」
と
）
28
（

。

⑦　

子
墨
子
、
曹
公
子
を
宋
に
出つ
か

え
し
む
。
三
年
に
し
て
反
り
、
子
墨
子
を
睹
て
曰
く
、「
…
…
今
に
し
て
夫
子
の
故
を
以
て
有
家
始

め
よ
り
厚
き
な
り
。
有ま
た

家
厚
く
、
謹
ん
で
鬼
神
を
祭
祀
す
。
然
り
而
し
て
人
徒
多
く
死
に
、
六
畜
蕃
せ
ず
、
身
は
病
に
湛し
ず

む
。
吾

れ
未
だ
夫
子
の
道
の
用
う
べ
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
）
29
（

。

①
―
④
は
儒
者
か
ら
の
明
鬼
説
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
が
、
⑤
⑥
は
、
墨
子
の
門
人
が
鬼
神
の
明
知
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し
た
も
の

で
あ
り
、
⑦
は
墨
子
の
門
人
が
鬼
神
祭
祀
の
効
用
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
⑤
で
は
、
墨
子
の
門
人
が
墨
子
に
対
し
て
、「
先
生
は
、
鬼
神
に
は
明
知
が
あ
り
、
人
に
禍
福
を
与
え
る
と
し
て
お
り
ま
す
。

善
を
為
す
者
に
は
幸
福
を
、
暴
を
為
す
者
に
は
災
禍
を
与
え
る
と
さ
れ
ま
す
。
私
は
先
生
に
長
い
間
師
事
し
て
い
る
の
に
、
幸
福
が
や
っ

て
き
ま
せ
ん
。
思
う
に
、
先
生
の
言
葉
に
不
善
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
鬼
神
が
不
明
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
な
ぜ
幸
福
を
得
ら
れ
な

い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
墨
子
は
、
門
人
に
は
隠
し
て
い
る
罪
が
あ
る
と
し
て
、
罰
を
受
け
る
道
理
は
あ
っ
て
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も
福
を
得
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
と
論
じ
る
）
30
（

。

ま
た
、
⑥
で
は
、
病
気
に
な
っ
た
墨
子
に
対
し
て
、
門
人
の
跌
鼻
な
る
人
物
が
、「
先
生
は
、
鬼
神
に
は
明
知
が
あ
り
、
人
に
禍
福
を

与
え
る
と
し
て
お
り
ま
す
。
善
を
為
す
者
に
は
幸
福
を
、
暴
を
為
す
者
に
は
災
禍
を
与
え
る
と
さ
れ
ま
す
。
先
生
は
聖
人
で
あ
る
の
に
、

ど
う
し
て
病
気
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
る
。
こ
れ
に
対
し
て
墨
子
は
、
病
気
に
な
る
理
由
は
沢
山
あ
っ
て
、
鬼
神
の
不
明

に
よ
っ
て
な
る
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
る
）
31
（

。

さ
ら
に
⑦
で
は
、
宋
に
仕
官
さ
せ
た
門
人
の
曹
公
子
な
る
人
物
が
、
帰
国
し
た
後
に
墨
子
に
面
会
し
て
、「
入
門
し
た
時
は
貧
し
か
っ

た
が
、
先
生
の
お
か
げ
で
、
家
は
豊
か
に
な
り
、
慎
ん
で
鬼
神
を
祭
祀
し
て
い
ま
す
。
な
の
に
、
家
中
の
者
が
亡
く
な
り
、
家
畜
は
繁
殖

せ
ず
、
私
も
病
に
か
か
り
ま
し
た
。
私
は
先
生
の
鬼
神
の
道
が
何
の
役
に
た
つ
の
か
が
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
、
鬼
神
祭
祀
の
効
用
に
つ
い

て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
墨
子
は
、
曹
公
子
が
高
い
地
位
に
あ
り
な
が
ら
賢
者
に
そ
の
地
位
を
譲
ら
な
い
こ
と
や
、
財
貨
を
多
く
得
て
い

な
が
ら
貧
者
に
分
配
し
な
い
と
い
っ
た
私
利
私
欲
に
基
づ
く
行
動
が
、
鬼
神
の
望
む
と
こ
ろ
と
反
す
る
た
め
に
、
鬼
神
の
幸
福
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
論
じ
る
の
で
あ
る
）
32
（

。

こ
の
よ
う
に
、
墨
子
の
門
人
の
中
に
も
鬼
神
の
明
知
や
鬼
神
祭
祀
の
効
用
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
く
者
は
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
墨

家
に
属
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
墨
家
の
教
義
を
疑
う
者
が
い
た
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

浅
野
裕
一
は
、
墨
子
の
も
と
に
集
ま
っ
て
き
た
弟
子
達
の
入
門
動
機
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
墨
子
の
も
と
で
学
問
を
身
に
つ
け
、
高
級

官
僚
と
し
て
諸
国
に
仕
官
し
た
い
と
す
る
一
点
に
あ
っ
て
、
墨
子
の
思
想
に
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
）
33
（

。
つ

ま
り
、
理
想
実
現
の
た
め
に
学
団
を
創
設
し
た
墨
子
と
、
利
益
目
当
て
に
入
門
し
て
き
た
弟
子
達
と
は
、
そ
の
思
惑
が
は
じ
め
か
ら
食
い

違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
浅
野
は
、
こ
う
し
た
録
位
獲
得
・
功
利
追
求
の
弟
子
達
の
質
的
教
化
の
方
策
と
し
て
、
鬼
神
信
仰
が
用
い
ら
れ

た
と
説
い
て
い
る
。
た
だ
こ
う
し
た
方
便
的
な
鬼
神
信
仰
に
よ
る
矯
正
で
は
、
完
璧
な
教
化
に
は
及
ば
ず
、
⑤
―
⑦
の
門
人
の
よ
う
に
鬼
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『墨子』における「執無鬼者」

神
の
明
知
に
疑
念
を
抱
く
者
も
多
く
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
説
話
類
に
見
ら
れ
る
明
鬼
説
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
儒
者
が
墨
子
の
論
敵
と
し
て
登
場
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
鬼
下
篇
の

「
執
無
鬼
者
」
は
や
は
り
儒
者
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
者
の
神
秘
を
排
し
て
人
事
を
優
先
す
る
立
場
や
、
人
間
は
先
天
的

に
命
が
定
ま
っ
て
い
る
と
す
る
定
命
論
が
、
墨
子
の
明
鬼
論
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
説
話
類
に
お
い
て
墨
子
の

明
鬼
説
に
疑
義
を
唱
え
た
⑤
―
⑦
が
墨
子
の
門
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
執
無
鬼
者
」
に
は
こ
れ
ら
墨
子
の
門
人
た
ち
も
含
ん
で
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
鬼
下
篇
の
「
執
無
鬼
者
」
が
鬼
神
の
存
在
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
説
話
類
に
お
け
る
論
者

た
ち
は
、
③
の
公
孟
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
鬼
神
の
存
在
は
認
め
て
い
た
。
彼
ら
の
疑
惑
の
対
象
は
、
主
に
鬼
神
の
明
知
と
鬼
神
祭
祀
と

に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」
が
如
何
様
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、「
執
無
鬼
者
」
の
主
張
は
如
何

様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
及
び
説
話
類
の
記
述
を
概
観
し
、
以
下
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
ず
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
の
「
執
無
鬼
者
」
は
、
恐
ら
く
実
際
に
墨
家
が
対
立
し
て
い
た
儒
者
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
裏
付
け
と
し
て
、『
墨
子
』
説
話
類
に
は
儒
者
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
儒
者
は
儒
家
の
人
事
重
視
の
志
向
や
定
命
論
に
基
づ
き
、

墨
子
の
明
鬼
説
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

一
方
、
墨
子
の
明
鬼
説
に
疑
念
を
抱
い
た
の
は
、
他
学
派
の
儒
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
墨
子
』
説
話
類
に
登
場
す
る
墨
子
の
門
人

た
ち
は
、
自
己
の
利
益
追
求
の
た
め
に
、
鬼
神
の
明
知
や
鬼
神
祭
祀
の
意
義
性
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
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私
利
私
欲
の
た
め
に
鬼
神
を
利
用
す
る
門
人
た
ち
も
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
お
け
る
「
執
無
鬼
者
」
に
内
包
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。
明
鬼
説
は
本
質
的
に
は
門
人
教
化
の
た
め
の
方
便
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
明
鬼
説
に
疑
念
を
抱
い
た
墨
者
た
ち

は
、
墨
子
没
後
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、
近
年
、
墨
家
思
想
に
関
す
る
出
土
文
献
も
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て
い
る
）
34
（

。
こ
う

し
た
墨
家
系
出
土
文
献
の
中
に
は
、
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
に
表
れ
た
鬼
神
の
明
知
に
対
す
る
疑
念
や
、
清
華
簡
『
邦
家
之
政
』『
治

政
之
道　

治
邦
之
道
』
に
表
れ
た
過
度
な
鬼
神
祭
祀
の
挙
行
に
対
す
る
戒
告
の
よ
う
に
、
明
鬼
説
に
対
し
て
疑
義
を
内
包
し
て
い
る
か
の

よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
出
土
文
献
の
存
在
は
、
墨
子
没
後
以
降
の
墨
家
の
活
動
を
示
す
と
と
も
に
、
墨
子
没
後
以
降
の
墨
家

で
も
、
明
鬼
説
に
お
い
て
は
思
想
的
に
一
枚
岩
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

本
稿
で
確
認
し
た
『
墨
子
』
の
「
執
無
鬼
者
」
が
、
こ
れ
ら
墨
家
系
出
土
文
献
や
、
後
の
王
充
に
代
表
さ
れ
る
無
鬼
論
者
な
ど
と
、
如

何
な
る
影
響
関
係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

山
邊
進「『
墨
子
』の
天
に
つ
い
て
―
伝
統
的
天
観
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
―
」（『
東
方
学
』第
八
十
四
号
、
一
九
九
二
年
）に
よ
る
と
、
墨
家
の

天
観
は
天
の
賞
罰
論
が
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
天
は
常
に
社
会
の
安
寧
を
希
求
し
、
下
土
の
状
態
に
よ
っ
て
賞
罰
を
降
す
と
い
う
殷

周
時
代
の
伝
統
的
天
観
と
一
致
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
墨
家
が
天
の
主
張
を
必
要
と
し
た
要
因
と
し
て
、（
一
）天
を
持
ち
出
す
こ
と
で
自
家
の
主

張
を
正
当
化
す
る
た
め
、（
二
）自
家
の
思
想
を
現
実
社
会
に
向
け
て
主
張
す
る
際
に
、
そ
の
閉
鎖
性
が
大
き
な
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
公
の
論

理
と
し
て
天
の
存
在
を
利
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
2
） 

例
え
ば
、
非
攻
中
篇「
飾
攻
戰
者
」や
非
攻
下
篇「
好
攻
伐
之
君
」な
ど
も
、
誰
か
具
体
的
な
人
物
が
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
墨
子
が
非
攻

14



『墨子』における「執無鬼者」

説
を
正
当
化
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
質
問
者
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
3
） 

本
稿
で
は『
墨
子
』本
文
に
つ
い
て
、
孫
詒
譲
撰『
墨
子
間
詁
』上
下
巻（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）を
底
本
に
し
つ
つ
、
訓
読
及
び
解
釈
に
つ
い

て
は
、
牧
野
謙
次
郎『
墨
子
国
字
解
』（
漢
籍
国
字
解
全
書
所
収
、
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
一
九
一
一
年
）、
小
柳
司
気
太『
墨
子
間
詁
』（
漢
文
大
系
、

冨
山
房
、
初
版
一
九
一
三
年
、
増
補
版
一
九
七
五
年
）、
山
田
琢『
墨
子
』上
下
巻（
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
五
・
一
九
八
七
年
）を

参
考
に
し
た
。
ま
た
、『
墨
子
』の
原
文
に
は
異
同
が
多
い
た
め
、
本
稿
で
掲
載
す
る『
墨
子
』の
原
文
に
関
し
て
は
、『
墨
子
間
詁
』の
校
注
に
よ
っ

て
改
め
た
も
の
と
す
る
。

（
4
） 

今
執
無
鬼
者
曰
、「
鬼
神
者
、
固
無
有
」。
旦
暮
以
爲
教
誨
乎
天
下
、
疑
天
下
之
眾
。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
5
） 

子
墨
子
曰
、
是
與
天
下
之
所
以
察
知
有
與
無
之
道
者
、
必
以
眾
之
耳
目
之
實
知
有
與
亡
、
爲
儀
者
也
。
請
惑
聞
之
見
之
、
則
必
以
為
有
。
莫
聞
莫

見
、
則
必
以
為
無
。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
6
） 

今
執
無
鬼
者
言
曰
、「
夫
天
下
之
爲
聞
見
鬼
神
之
物
者
、
不
可
勝
計
也
。
亦
孰
爲
聞
見
鬼
神
有
無
之
物
哉
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
7
） 

周
宣
王
殺
其
臣
杜
伯
而
不
辜
。
伯
曰
、「
君
殺
我
而
不
辜
。
死
者
爲
無
知
則
止
矣
。
死
而
有
知
、
不
出
三
年
、
必
使
吾
君
知
之
」。
其
三
年
、
周
宣

王
合
諸
侯
而
田
於
圃
、
…
…
。
日
中
、
杜
伯
乘
白
馬
素
車
、
朱
衣
冠
、
執
朱
弓
、
挾
朱
矢
、
追
周
宣
王
、
射
之
車
上
。
中
心
折
脊
、
殪
車
中
、
伏

弢
而
死
。
當
是
之
時
、
周
人
從
者
莫
不
見
、
遠
者
莫
不
聞
。
著
在
周
之
春
秋
。
爲
君
者
以
教
其
臣
、
爲
父
者
以
䜘
其
子
、
曰
、「
戒
之
慎
之
。
凡
殺

不
辜
者
、
其
得
不
祥
、
鬼
神
之
誅
、
若
此
之
憯
遫
也
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
8
） 

昔
者
秦
穆
公
、
當
晝
日
中
處
乎
廟
、
有
神
入
門
而
左
。
人
面
鳥
身
、
素
服
玄
純
、
面
狀
正
方
。
…
…
神
曰
、「
無
懼
。
帝
享
女
明
德
、
使
予
錫
女
壽

十
年
有
九
、
使
若
國
家
蕃
昌
、
子
孫
茂
、
毋
失
。
鄭
穆
公
再
拜
稽
首
曰
、「
敢
問
神
名
」。
曰
、「
予
為
句
芒
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
9
） 

今
執
無
鬼
者
曰
、「
夫
眾
人
耳
目
之
請
、
豈
足
以
斷
疑
哉
。
奈
何
其
欲
爲
高
士
君
子
於
天
下
、
而
有
復
信
眾
之
耳
目
之
請
哉
」。
子
墨
子
曰
、「
若
以

眾
之
耳
目
之
請
、
以
爲
不
足
信
也
、
不
以
斷
疑
、
不
識
、
若
昔
者
三
代
聖
王
堯
舜
禹
湯
文
武
者
、
足
以
爲
法
乎
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
10
） 

古
聖
王
、
其
賞
也
必
於
祖
、
其
僇
也
必
於
社
。
賞
於
祖
者
何
也
。
告
分
之
均
也
。
僇
於
社
者
何
也
。
告
聽
之
中
也
。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
11
） 

古
者
聖
王
必
以
鬼
神
爲
有
、
其
務
鬼
神
厚
矣
。
又
恐
後
世
子
孫
不
能
知
也
、
故
書
之
竹
帛
、
傳
遺
後
世
子
孫
。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
12
） 

今
執
無
鬼
者
之
言
曰
、「
先
王
之
書
、
聖
人
一
尺
之
帛
、
一
篇
之
書
、
語
數
鬼
神
之
有
、
重
有
重
之
、
亦
何
書
之
有
哉
」。
子
墨
子
曰
、「
周
書
大
雅

有
之
。
…
…
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）
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（
13
） 

ア
ン
ヌ
・
チ
ャ
ン
著
、
志
野
好
伸
・
中
島
隆
博
・
廣
瀬
玲
子
訳『
中
国
思
想
史
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）七
七
頁
。

（
14
） 

ア
ン
ヌ
・
チ
ャ
ン
著
、
志
野
好
伸
・
中
島
隆
博
・
廣
瀬
玲
子
訳『
中
国
思
想
史
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）七
八
頁
。

（
15
） 

今
執
無
鬼
者
曰
、「
意
不
中
親
之
利
、
而
害
爲
孝
子
乎
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
16
） 

今
執
無
鬼
者
言
曰
、「
鬼
神
者
固
請
無
有
。
是
以
不
共
其
酒
醴
粢
盛
犧
牲
之
財
。
吾
非
乃
今
愛
其
酒
醴
粢
盛
犧
牲
之
財
乎
、
其
所
得
者
將
何
哉
。
此

上
逆
聖
王
之
書
、
內
逆
民
人
孝
子
之
行
、
而
爲
上
士
於
天
下
、
此
非
所
以
爲
上
士
之
道
也
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
17
） 
子
墨
子
曰
、「
古
今
之
爲
鬼
、
非
他
也
。
有
天
鬼
、
亦
有
山
水
鬼
神
者
、
亦
有
人
死
而
爲
鬼
者
。
…
…
今
絜
爲
酒
醴
粢
盛
、
以
敬
慎
祭
祀
。
若
使
鬼

神
請
有
、
是
得
其
父
母
姒
兄
而
飲
食
之
也
。
豈
非
厚
利
哉
。
…
…
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
18
） 

子
墨
子
曰
、「
今
吾
爲
祭
祀
也
、
非
直
注
之
汙
壑
而
棄
之
也
。
上
以
交
鬼
之
福
、
下
以
合
驩
聚
眾
、
取
親
乎
鄉
里
。
若
神
有
、
則
是
得
吾
父
母
兄
姒

而
食
之
也
。
則
此
豈
非
天
下
利
事
也
哉
」。（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）

（
19
） 

今
所
祭
死
人
、
死
人
無
知
、
不
能
飲
食
。
何
以
審
其
不
能
歆
享
飲
食
也
。（『
論
衡
』祀
義
篇
）

（
20
） 

失
實
之
議
難
以
教
、
雖
得
愚
民
之
欲
、
不
合
知
者
之
心
、
喪
物
索
用
、
無
益
於
世
。
此
蓋
墨
術
所
以
不
傳
也
。（『
論
衡
』薄
葬
篇
）

（
21
） 

巫
馬
子
謂
子
墨
子
曰
、「
鬼
神
孰
與
聖
人
明
智
」。
子
墨
子
曰
、「
鬼
神
之
明
智
於
聖
人
、
猶
聰
耳
明
目
之
與
聾
瞽
也
。
…
…
」。（『
墨
子
』耕
柱
篇
）

（
22
） 

巫
馬
子
爲
儒
者
也
。
疑
即
孔
子
弟
子
巫
馬
期
、
否
則
其
後
。（
蘇
時
学『
墨
子
刊
誤
』）

（
23
） 

公
孟
子
謂
子
墨
子
曰
、「
有
義
不
義
、
無
祥
不
祥
」。
子
墨
子
曰
、「
古
聖
王
皆
以
鬼
神
爲
神
明
、
而
爲
禍
福
、
執
有
祥
不
祥
、
是
以
政
治
而
國
安
也
。

…
…
」。（『
墨
子
』公
孟
篇
）

（
24
） 

公
孟
子
曰
、「
無
鬼
神
」。
又
曰
、「
君
子
必
學
祭
禮
」。
子
墨
子
曰
、「
執
無
鬼
而
學
祭
禮
、
是
猶
無
客
而
學
客
禮
也
、
是
猶
無
魚
而
爲
魚
罟
也
」。（『
墨

子
』公
孟
篇
）

（
25
） 

子
墨
子
謂
程
子
曰
、「
儒
之
道
、
足
以
喪
天
下
者
、
四
政
焉
。
儒
以
天
爲
不
明
、
以
鬼
爲
不
神
、
天
鬼
不
說
。
此
足
以
喪
天
下
。
…
…
」。（『
墨
子
』

公
孟
篇
）

（
26
） 

詒
讓
案
、
公
孟
篇
亦
作
程
子
。
蓋
兼
治
儒
墨
之
學
者
。（『
墨
子
間
詁
』三
弁
篇
）

（
27
） 

有
游
於
子
墨
子
之
門
者
。
謂
子
墨
子
曰
、「
先
生
以
鬼
神
爲
明
知
、
能
爲
禍
福
。
爲
善
者
富
之
、
爲
暴
者
禍
之
。
今
吾
事
先
生
久
矣
、
而
福
不
至
。

意
者
先
生
之
言
有
不
善
乎
。
鬼
神
不
明
乎
。
我
何
故
不
得
福
也
」。（『
墨
子
』公
孟
篇
）
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『墨子』における「執無鬼者」

（
28
） 

子
墨
子
有
疾
、
跌
鼻
進
而
問
曰
、「
先
生
以
鬼
神
爲
明
、
能
爲
禍
福
。
爲
善
者
賞
之
、
爲
不
善
者
罰
之
。
今
先
生
聖
人
也
、
何
故
有
疾
。
意
者
先
生

之
意
有
不
善
乎
。
鬼
神
不
明
知
乎
」。（『
墨
子
』公
孟
篇
）

（
29
） 
子
墨
子
出
曹
公
子
於
宋
。
三
年
而
反
、
睹
子
墨
子
曰
、「
…
…
今
而
以
夫
子
之
故
、
家
厚
於
始
也
。
有
家
厚
、
謹
祭
祀
鬼
神
。
然
而
人
徒
多
死
、
六

畜
不
蕃
、
身
湛
於
病
。
吾
未
知
夫
子
之
道
之
可
用
也
」（
魯
問
篇
）

（
30
） 

子
墨
子
曰
、「
匿
一
人
者
猶
有
罪
。
今
子
所
匿
者
若
此
其
多
。
將
有
厚
罪
者
也
。
何
福
之
求
」。（『
墨
子
』公
孟
篇
）

（
31
） 

子
墨
子
曰
、「
雖
使
我
有
病
、
鬼
神
何
遽
不
明
。
人
之
所
得
於
病
者
多
方
。
有
得
之
寒
暑
。
有
得
之
勞
苦
。
…
…
」。（『
墨
子
』公
孟
篇
）

（
32
） 

子
墨
子
曰
、「
…
…
。
今
子
處
高
爵
祿
而
不
以
讓
賢
、
一
不
祥
也
。
多
財
而
不
以
分
貧
、
二
不
祥
也
。
今
子
事
鬼
神
唯
祭
而
已
矣
、
而
曰『
病
何
自

至
哉
』。
是
猶
百
門
而
閉
一
門
焉
、
曰『
盜
何
從
入
』。
若
是
而
求
百
福
於
有
怪
之
鬼
神
、
豈
可
哉
」。（『
墨
子
』魯
問
篇
）

（
33
） 

浅
野
裕
一『
墨
子
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
）二
五
六
―
二
六
四
頁
。

（
34
） 『
鬼
神
之
明
』は『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』第
五
分
冊
に
、『
邦
家
之
政
』は『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
』第
八
分
冊
に
、『
治
世
之
道
』は『
清
華

大
学
蔵
戦
国
竹
簡
』第
八
分
冊
に
、『
治
邦
之
道
』は『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
』第
九
分
冊
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る（『
治
政
之
道　

治
邦
之

道
』は
、
当
初『
治
政
之
道
』と『
治
邦
之
道
』と
い
う
別
個
の
文
献
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
連
続
し
た
一
個
の
文

献
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
』第
九
分
冊
の
附
録
に
そ
の
合
本
の
釈
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
）。
な
お
、『
鬼
神
之
明
』が
墨

家
の
後
学
に
よ
る
著
作
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
の
考
察
―
上
博
楚
簡『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流

形
』を
手
が
か
り
に
し
て
―
」（『
中
国
研
究
集
刊
』第
六
十
六
号
、
二
〇
二
〇
年
）に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
浅
野
裕
一「
清
華
簡『『
治
世
之
道　

治
邦
之
道
』の
墨
家
思
想
」（『
集
刊
東
洋
学
』第
一
二
三
号
、
二
〇
二
〇
年
）に
よ
る
と
、『
治
政
之
道　

治
邦
之
道
』は
墨
家
の
思
想
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
文
献
で
あ
り
、
墨
家
の「
十
論
」の
う
ち
、
尚
賢
・
尚
同
・
兼
愛
・
非
攻
・
節
用
・
節
葬
・
非
命
な
ど
、
七
論
の
所
在
が
確
認
で
き
る

と
論
じ
て
い
る
。
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摘要

《墨子》中的「執無鬼者」

菊池　孝太朗

戰國時期活躍的思想家集團—墨家，為維持教團內部紀律，並使其主張
能應用於現實社會，提出了天志說與明鬼說作為理論依據。

在天志說中，天被視為崇尚「義」而厭棄「不義」的主宰，根據人行義與
否施行賞罰，主宰世人的壽夭、貧富與治亂。墨家主張人應明察並順應天志，
以實現天所期許的「義」。至於明鬼說，則將鬼神視為天神、山川之神以及人
類靈魂，並論證其真實存在。墨家認為鬼神具賞賢罰暴之能，若要興天下之利、
除天下之害，就必須明確闡明鬼神的存在。墨家正是藉由肯定天與鬼神等超自
然力量的存在，並依靠其賞罰力量，以維繫教團與國家秩序。

另一方面，對墨家的天志說與明鬼說提出批判與反駁的「無鬼論者」，似
乎早在墨子時代便已存在。這些論者在《墨子 ·明鬼下篇》中以「執無鬼者」
之名出現，對墨子的明鬼說提出質疑。然而，對天志說與明鬼說的反對聲浪，
不僅來自與墨子對立的他派思想家，甚至可能萌芽於墨家教團內部。事實上，
從《墨子》諸對話篇章中可見，墨子身邊確實存在「執無鬼者」。

因此，本文將首先依據《墨子 ·明鬼下篇》的記載，檢視「執無鬼者」的
論述，並進一步透過《耕柱篇》、《公孟篇》、《魯問篇》等《墨子》對話篇章的
敘述，闡明「執無鬼者」究竟屬於何種立場，以及其主張的具體內容。
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